
国立大学法人東京農工大学会計規則の一部を改正する規則 

国立大学法人東京農工大学会計規則（１６ 経 規則第５号）の一部を次の通り改正する。 

現         行 改  正  案  備   考 

国立大学法人東京農工大学会計規則 

平成１６年４月７日

１６ 経 規則第５号

目次 

第１章～第２章 省略 

第３章 予算及び資金計画（第１０条－第１３条） 

第４章～附則 省略 

 

第１条～第１３条 省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１４条～第４８条 省略 

 

附 則 省略 

別表第 1 省略 

第１号様式～第７号様式 省略 

 

 

 

目次 

第１章～第２章 省略（現行どおり） 

第３章 予算及び資金計画（第１０条－第１３条の３） 

第４章～附則 省略（現行どおり） 

 

第１条～第１３条 省略 

 （長期借入金等の借入れ等） 

第１３条の２ 学長は、法人法第３３条第１項及び国立大学法人法施行令（平成１５年政令

第４７８号）第８条第３号の規定により長期借入金をし、若しくは本学の名称を冠する債

券（以下「債券」という。）を発行すること又は同法第３５条において準用する独立行政法

人通則法第４５条第１項の規定により短期借入金をすることができる。 

 （長期借入金等に係る審議等） 

第１３条の３ 学長は、前条について決定をしようとするときは、経営協議会及び役員会の

議を経なければならない。ただし、短期借入金の借入れについて、緊急を要するときは、

経営協議会の議を経ることを要しない。 

２ 学長は、長期借入金等の償還の状況等に関し、各事業年度終了時等に経営協議会に

報告しなければならない。 

３ 学長は、法人法第３４条第１項の規定による償還計画及び短期借入金の償還計画を立て

るに当たっては、役員会の議を経なければならない。 

４ 学長は、文部科学大臣から認可を受けた長期借入金又は債券について、当該認可対

象業務の収入が不足する等の要因により、当該認可対象業務の収入によっては償還が

計画どおり行うことができなくなった場合において、償還計画を変更するに当たって

は、経営協議会及び役員会の議を経なければならない。 

 

第１４条～第４８条 省略（現行どおり） 

 

附 則 省略（現行どおり） 

別表第 1 省略（現行どおり） 

第１号様式～第７号様式 省略（現行どおり） 

 

附 則（１８ 経 規則第１２号） 

 この規則は、平成１９年１月１５日から施行する。 
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